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１
は
じ
め
に

　

い
わ
ゆ
る
「
若
年
フ
リ
ー
タ
ー
」
問
題
が

注
目
を
浴
び
て
久
し
い
が
、
近
年
、
も
は
や

若
年
と
は
呼
べ
な
い
年
齢
層
の
非
正
規
労
働

者
が
増
加
し
て
い
る
。
ま
ず
、
二
五
～
三
四

歳
層
（
若
年
）
と
三
五
～
四
四
歳
層
（
以
下
、

こ
の
年
齢
層
を
「
壮
年
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す

る
）
の
非
正
規
労
働
者
数
・
割
合
が
ど
の
よ

う
に
推
移
し
て
い
る
の
か
を
、
確
認
し
て
み

た
い
。

　

表
１
の
一
段
目
か
ら
は
、
二
〇
〇
二
年
か

ら
二
〇
一
二
年
に
か
け
て
、
若
年
の
雇
用
者

に
占
め
る
非
正
規
労
働
者
の
割
合
が
、二
〇
・

五
％
か
ら
二
六
・
五
％
へ
と
増
加
し
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。
た
し
か
に
、
若
年
の
非
正

規
労
働
者
は
こ
の
一
〇
年
間
に
お
い
て
も
増

加
し
続
け
て
い
る
。

　

他
方
、
表
１
の
二
段
目
か
ら
は
、
同
じ
一

〇
年
間
で
、
壮
年
の
雇
用
者
に
占
め
る
非
正

規
労
働
者
の
割
合
が
、
二
四
・
六
％
か
ら
二

七
・
七
％
へ
と
、
や
は
り
増
加
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
実
数
で
は
二
五
九
万
人
か
ら

三
七
〇
万
人
へ
の
四
二
・
九
％
の
増
加
で
あ

り
、
若
年
の
非
正
規
労
働
者
の
増
加
率
（
一

〇
・
四
％
）
を
上
回
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
壮
年
の
非
正
規
労
働
者
と
い

え
ば
、
従
来
は
既
婚
女
性
が
大
多
数
を
占
め

て
い
た
。
し
か
し
、
表
１
の
三
～
四
段
目
は
、

既
婚
女
性
だ
け
で
は
な
く
、
男
性
ま
た
は
未

婚
女
性
の
非
正
規
労
働
者
数
・
割
合
が
確
実

に
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
具

体
的
に
は
、
壮
年
の
男
性
の
雇
用
者
に
占
め

る
非
正
規
労
働
者
の
割
合
は
、
二
〇
〇
二
年

か
ら
二
〇
一
二
年
に
か
け
て
、
五
・
六
％
か

ら
八
・
一
％
へ
と
増
加
し
て
い
る
（
三
段
目
）。

同
様
に
、
壮
年
の
未
婚
女
性
の
雇
用
者
に
占

め
る
非
正
規
労
働
者
の
割
合
は
、二
四
・
二
％

か
ら
三
三
・
九
％
へ
と
増
加
し
て
い
る
（
四

段
目
）。
実
数
を
見
る
と
、
壮
年
の
男
性
ま

た
は
壮
年
の
未
婚
女
性
の
非
正
規
労
働
者
数

は
、
こ
の
一
〇
年
間
で
五
一
万
人
か
ら
一
〇

四
万
人
へ
と
倍
増
し
て
い
る
。
以
下
、
か
れ

ら
を
「
壮
年
非
正
規
労
働
者
」
と
呼
ぶ
こ
と

と
す
る
。

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
壮
年
非
正
規
労
働

者
が
、
若
年
フ
リ
ー
タ
ー
よ
り
も
仕
事
と
生

活
の
両
面
で
困
難
な
状
況
に
直
面
し
て
い
る

場
合
が
多
い
と
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
壮
年
非
正
規
労
働
者
は
、
自
身

の
加
齢
、
両
親
の
他
界
な
ど
に
よ
り
、
若
年

フ
リ
ー
タ
ー
よ
り
も
生
活
上
の
負
担
が
大
き

い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　

第
二
に
、厚
生
労
働
省「
賃
金
構
造
基
本
統

計
調
査
」
を
み
る
と
、
壮
年
非
正
規
労
働
者

は
、
若
年
の
非
正
規
労
働
者
と
比
べ
、
同
年

代
の
正
社
員
と
の
間
で
明
ら
か
に
大
き
な
賃

金
格
差
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

第
三
に
、
壮
年
非
正
規
労
働
者
は
、
社
内

で
正
社
員
登
用
さ
れ
る
可
能
性
、
転
職
し
て

正
社
員
に
な
れ
る
可
能
性
が
相
対
的
に
低
い
。

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構（
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
）

が
二
〇
一
〇
年
に
実
施
し
た
「
多
様
な
就
業

形
態
に
関
す
る
実
態
調
査
」（
事
業
所
調
査
）

に
よ
れ
ば
、「
最
近
三
年
間
に
お
い
て
登
用
制

度
・
慣
行
に
よ
り
正
社
員
と
な
っ
た
人
の
年

齢
」（
複
数
回
答
）
は
、
二
〇
歳
代
後
半
が
四

四
・
八
％
、
三
〇
歳
代
前
半
が
五
三
・
四
％

で
あ
る
の
に
対
し
、三
〇
歳
代
後
半
は
三
六
・

二
％
、
四
〇
歳
代
以
上
は
三
六
・
五
％
と
低

下
す
る
。
同
じ
く
、「
最
近
三
年
間
に
お
い
て
、

他
の
企
業
で
非
正
規
と
し
て
働
い
て
い
た
人

を
正
社
員
に
採
用
し
た
」
ケ
ー
ス
の
年
齢
を

た
ず
ね
た
と
こ
ろ
（
複
数
回
答
）、
二
〇
歳

代
後
半
が
四
六
・
八
％
、
三
〇
歳
代
前
半
が

五
〇
・
四
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
三
〇
歳
代

後
半
は
二
八
・
八
％
、
四
〇
歳
代
以
上
は
二

六
・
七
％
と
、
や
は
り
低
下
す
る
。

　

第
四
に
、
仕
事
に
対
す
る
満
足
度
を
み
て

も
、
男
性
お
よ
び
未
婚
女
性
に
つ
い
て
は
、

年
齢
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
低
下
す
る
傾
向
が

あ
る
。
図
１
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
が
二
〇
一
〇

年
に
実
施
し
た
「
平
成
二
一
年
度 

日
本
人

の
就
業
実
態
に
関
す
る
総
合
調
査
」
か
ら
、

「
今
の
仕
事
全
体
に
つ
い
て
」
の
満
足
度
の

性
別
、
就
業
形
態
別
（
配
偶
者
の
有
無
別
）、

年
齢
別
の
動
向
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ

か
ら
、
男
性
に
つ
い
て
は
、
正
社
員
は
年
齢

と
と
も
に
満
足
度
が
高
ま
る
の
に
対
し
、
非

壮
年
期
の
非
正
規
労
働

　
　
　
　
　
―
個
人
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
か
ら

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
研
究
員　

高
橋　

康
二

表１　非正規労働者の人数と割合（人数：万人、割合：％）
2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2012年

(1)25～34歳
男女

(A)役員を除く雇用者 1,314 1,311 1,323 1,307 1,305 1,258 1,223 1,180 1,154 1,122 
(B)非正規労働者 269 281 308 318 328 324 313 302 298 297 

(B)/(A)×100 20.5 21.4 23.3 24.3 25.1 25.8 25.6 25.6 25.8 26.5 

(2)35～44歳
男女

(A)役員を除く雇用者 1,052 1,082 1,102 1,128 1,167 1,214 1,238 1,254 1,272 1,337 
(B)非正規労働者 259 274 289 301 318 329 344 338 348 370 

(B)/(A)×100 24.6 25.3 26.2 26.7 27.2 27.1 27.8 27.0 27.4 27.7 

(3)35～44歳
男性

(A)役員を除く雇用者 624 638 650 656 675 699 713 718 728 753 
(B)非正規労働者 35 35 43 45 49 53 58 53 57 61 

(B)/(A)×100 5.6 5.5 6.6 6.9 7.3 7.6 8.1 7.4 7.8 8.1 

(4)35～44歳
未婚女性

(A)役員を除く雇用者 66 72 75 86 91 105 105 113 116 127 
(B)非正規労働者 16 20 24 24 28 34 34 37 38 43 

(B)/(A)×100 24.2 27.8 32.0 27.9 30.8 32.4 32.4 32.7 32.8 33.9 

資料出所：総務省「労働力調査（詳細集計）」より。
注：「役員を除く雇用者」のうち「正規の職員・従業員」以外の者を、「非正規労働者」とした。
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正
規
労
働
者
は
年
齢
と
と
も
に
低
下
す
る
こ

と
、
女
性
に
つ
い
て
は
、
正
社
員
は
年
齢
と

と
も
に
満
足
度
が
高
ま
る
の
に
対
し
、
非
正

規
労
働
者
は
既
婚
だ
と
高
い
水
準
で
横
ば
い
、

未
婚
だ
と
年
齢
と
と
も
に
低
下
す
る
こ
と
が

読
み
取
れ
る
。

2
課
題
と
方
法

　

そ
れ
で
は
、
か
れ
ら
は
な
ぜ
壮
年
期
に
非

正
規
労
働
を
す
る
に
至
っ
た
の
か
。
そ
の
仕

事
と
生
活
の
現
状
は
い
か
な
る
も
の
か
。
ま

た
、
そ
こ
か
ら
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
す
る
た
め

に
は
何
が
有
効
な
の
か
。
適
切
な
政
策
を
講

じ
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
の

実
態
把
握
が
欠
か
せ
な
い
。
そ
こ
で
Ｊ
Ｉ
Ｌ

Ｐ
Ｔ
で
は
、
二
〇
一
二
年
一
〇
月
～
一
二
月

に
か
け
て
個
人
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
実
施
し
、

そ
の
結
果
を
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
編
（
二
〇
一
三
）

に
ま
と
め
た
。

　

調
査
対
象
者
は
、（
Ａ
）
非
正
規
労
働
を
通

算
し
て
お
お
よ
そ
一
〇
年
以
上
経
験
し
て
い

る
三
五
～
四
四
歳
の
非
正
規
労
働
者
一
五
名

と
、（
Ｂ
）
非
正
規
労
働
を
通
算
し
て
お
お
よ

そ
一
〇
年
以
上
経

験
し
た
後
、
三
五

歳
以
上
の
年
齢
で

正
社
員
に
転
換
し

た
三
五
～
四
四
歳

の
正
社
員
一
〇
名

で
あ
る
。（
Ａ
）は
、

現
時
点
で
の
壮
年

非
正
規
労
働
者
で

あ
り
、（
Ｂ
）
は
、

か
つ
て
は
壮
年
非

正
規
労
働
者
で

あ
っ
た
が
現
在
は

正
社
員
に
な
っ
て

い
る
者
（
壮
年
正

社
員
転
換
者
）
で

あ
る
。

　

サ
ン
プ
リ
ン
グ

に
あ
た
っ
て
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

調
査
会
社
の
モ
ニ

タ
ー
に
対
し
て
ス

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
調

査
を
実
施
し
、
条

件
に
合
致
し
ヒ
ア

リ
ン
グ
調
査
に
協

力
で
き
る
者
を
抽

出
し
た
。
そ
の
際

に
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
学
歴
や
職
種
の
労
働
者
が
含
ま
れ
る
よ
う

考
慮
し
た
。
一
般
的
な
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
と

比
べ
る
と
、
サ
ン
プ
ル
サ
イ
ズ
は
必
ず
し
も

大
き
く
な
い
が
、
お
お
よ
そ
一
〇
年
以
上
の

非
正
規
労
働
経
験
を
条
件
と
し
て
い
る
た
め
、

（
Ａ
）
と
（
Ｂ
）
は
そ
れ
ぞ
れ
壮
年
非
正
規

労
働
者
、
壮
年
正
社
員
転
換
者
の
典
型
事
例

と
し
て
の
意
味
を
持
つ
。

　

な
お
、
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
編（
二
〇
一
三
）に
は

計
二
三
名
の
ケ
ー
ス
レ
コ
ー
ド
が
収
録
さ
れ

て
い
る
が
、
本
稿
で
は
既
婚
女
性
を
除
い
た

二
二
名
（
壮
年
非
正
規
労
働
者
一
二
名
、
壮

年
正
社
員
転
換
者
一
〇
名
）を
集
計
・
分
析
対

象
と
す
る（
表
２
参
照
）。
ま
た
、集
計
・
分

析
内
容
も
、非
正
規
労
働
に
至
る
要
因
と
、

壮
年
期
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の
二
点
に
絞
る

こ
と
と
す
る
。

3
分
析
結
果

（
１
）
非
正
規
労
働
に
至
る
要
因

　

本
稿
で
の
集
計
・
分
析
対
象
者
二
二
名
は
、

い
ず
れ
も
若
年
期
か
ら
壮
年
期
の
比
較
的
長

期
に
わ
た
っ
て
非
正
規
労
働
を
し
て
い
た
経

験
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
か
れ
ら
の
職
業
キ
ャ

リ
ア
を
分
析
し
、
か
れ
ら
が
長
く
非
正
規
労

働
を
す
る
に
至
っ
た
要
因
を
明
ら
か
に
し
た

い
。

多
く
は
初
職
正
社
員

　

ま
ず
、
初
職
が
非
正
規
労
働
で
あ
っ
た
者

は
九
名（
Ｙ
Ａ
氏
、Ｘ
Ｂ
氏
、Ｙ
Ｉ
氏
、Ｘ
Ｍ
氏
、

Ｘ
Ｎ
氏
、Ｘ
Ｒ
氏
、Ｙ
Ｖ
氏
、Ｙ
Ｗ
氏
、Ｙ
Ｙ

氏
）
で
あ
っ
た
。
初
職
か
ら
現
職
ま
で
一
貫

し
て
非
正
規
労
働
を
続
け
て
い
る
者
は
そ
の

う
ち
二
名
（
Ｘ
Ｂ
氏
、
Ｘ
Ｎ
氏
）
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
残
り
の
一
三
名
は
、
学
校
卒

図１　年齢上昇にともなう「今の仕事全体について」の満足度指数の変化

表 2　集計・分析対象者のプロフィール
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非正規

（有配偶）

仮名 性別 年齢 最終学歴 婚姻/同居者 調査時の働き方 現在の収入
YA氏 女性 41歳 大学 未婚/母・弟 常勤職員 年収400万円強
XB氏 男性 37歳 大学→専門学校 未婚/両親 パート 年収約150万円
XC氏 女性 40歳 高校 未婚/なし 契約社員 年収約300万円
XD氏 男性 38歳 中学 離別/なし 請負社員 年収300万円強
XE氏 男性 38歳 大学 未婚/両親 契約社員 年収300万円弱
XF氏 女性 42歳 短大 未婚/不明 派遣社員 年収約300万円
YG氏 女性 43歳 高校 未婚/母 正社員 年収約280万円
YI氏 男性 40歳 高校 未婚/なし 正社員 年収約240万円
XJ氏 男性 36歳 高校 未婚/父 有期社員 年収約260万円
YK氏 男性 40歳 大学 未婚/なし 正社員 年収約400万円
XL氏 女性 42歳 大学（専門学校） 事実婚/パートナー 契約社員 年収約220万円
XM氏 男性 41歳 高校 離別/なし アルバイト 時給1100円
XN氏 男性 37歳 大学 離別/なし アルバイト 年収約240万円
YO氏 男性 43歳 高校 既婚/妻・子 正社員 年収約500万円
YP氏 女性 44歳 高校（専門学校） 離別/子 正社員 月給24万円
XQ氏 女性 44歳 高校 未婚/なし 契約社員 年収約160万円
XR氏 男性 42歳 高校 未婚/なし 契約社員 年収約300万円
XT氏 女性 36歳 専門学校 未婚/なし アルバイト 年収約250万円
YV氏 男性 38歳 専門学校 離別/なし 正社員 年収約350万円
YW氏 男性 40歳 大学 離別/なし 正社員 年収約400万円
YX氏 女性 43歳 専門学校 離別/子 正社員 年収約310万円
YY氏 女性 44歳 高校 離別/なし 正社員 年収約350万円

資料出所：　JILPT編（2013：51）に基づき作成。
注1：最終学歴の（　）は、就職後に再度進学したことを示す。
注2：仮名の1文字目がXの場合は非正規労働者を、1文字目がYの場合は正社員転換者をあらわす。

資料出所：JILPT（2010）「平成 21 年度　日本人の就業実態に関する総合調査」を執筆者が再集計した。
注： 満足度指数は、「満足」を２点、「やや満足」を１点、「やや不満」を－１点、「不満」を－２点として平均を求め、

100 を乗じたもの。
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業
後
に
正
社
員
と
し
て
就
職
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
そ
の
一
三
名
の
う
ち
一
〇
名
（
Ｘ

Ｃ
氏
、
Ｘ
Ｅ
氏
、
Ｘ
Ｆ
氏
、
Ｙ
Ｇ
氏
、
Ｘ
Ｊ

氏
、
Ｙ
Ｋ
氏
、
Ｘ
Ｌ
氏
、
Ｙ
Ｐ
氏
、
Ｘ
Ｑ
氏
、

Ｙ
Ｘ
氏
）
は
、
学
校
経
由
ま
た
は
大
学
在
学

中
の
就
職
活
動
で
就
職
先
を
決
め
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
若
年
期
か
ら
壮
年
期
の
比
較
的

長
期
に
わ
た
っ
て
非
正
規
労
働
を
経
験
し
て

い
る
人
々
の
約
半
数
は
、
学
校
か
ら
職
業
へ

の
接
続
と
い
う
点
で
は
通
常
の
過
程
を
経
て

い
る
の
で
あ
る
。

長
時
間
労
働
や
違
法
な
労
務
管
理
の
経
験

　

で
は
、
な
ぜ
か
れ
ら
は
正
社
員
の
仕
事
を

辞
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
そ
こ
で
、
正

社
員
と
し
て
職
業
キ
ャ
リ
ア
を
ス
タ
ー
ト
さ

せ
た
一
三
名
と
、（
初
職
が
非
正
規
労
働
で

あ
っ
た
九
名
の
う
ち
）
非
正
規
労
働
か
ら
正

社
員
に
な
り
再
び
非
正
規
労
働
に
戻
っ
て
い

る
五
名
を
合
わ
せ
た
一
八
名
に
つ
い
て
、
正

社
員
の
仕
事
を
辞
め
た
理
由
を
み
る
。
す
る

と
、
長
時
間
労
働
や
違
法
な
労
務
管
理
の
も

と
で
働
か
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
離
職
し
た

者
が
五
名
（
Ｘ
Ｄ
氏
、
Ｙ
Ｋ
氏
、
Ｘ
Ｒ
氏
、

Ｘ
Ｔ
氏
、
Ｙ
Ｖ
氏
）
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

具
体
的
状
況
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

Ｘ
Ｄ
氏
は
、
中
学
卒
業
後
、
工
場
に
正
社

員
と
し
て
就
職
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は

夜
一
一
時
や
一
二
時
に
ま
で
及
ぶ
深
夜
残
業

が
恒
常
的
に
発
生
し
て
い
た
。
賃
金
の
手
取

り
は
多
か
っ
た
が
、
あ
ま
り
に
仕
事
が
き
つ

く
、
深
夜
残
業
も
収
束
し
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
Ｘ
Ｄ
氏
は
二
年
ほ
ど
で
工
場
を
退
職
し

た
。
そ
し
て
、
雑
貨
販
売
店
に
正
社
員
と
し

て
転
職
す
る
が
、
一
年
ほ
ど
で
廃
業
に
よ
り

失
業
し
て
い
る
。

　

Ｙ
Ｋ
氏
は
、
大
学
の
就
職
課
か
ら
推
薦
を

も
ら
い
、
新
卒
で
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
正
社

員
と
し
て
就
職
し
た
。
し
か
し
、
朝
八
時
半

出
勤
で
夜
一
一
時
に
退
勤
す
る
な
ど
勤
務
時

間
が
長
い
上
に
、
休
日
出
勤
も
多
く
、
代
休

消
化
も
ま
ま
な
ら
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
長
時
間
労
働
に
対
す
る
不
満
が
一
因

と
な
り
、
四
年
半
で
Ａ
社
を
退
職
し
、
以
後
、

長
く
非
正
規
労
働
を
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

Ｘ
Ｒ
氏
は
、
三
〇
歳
頃
ま
で
非
正
規
労
働

の
形
で
働
い
た
後
、
リ
フ
ォ
ー
ム
会
社
に
事

務
職
の
正
社
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
。
し
か

し
、
労
働
時
間
は
一
日
一
三
時
間
、
一
週
八

〇
時
間
近
く
に
及
ん
だ
。
非
正
規
労
働
経
験

が
長
か
っ
た
Ｘ
Ｒ
氏
は
、
当
初
は
こ
れ
ま
で

の
キ
ャ
リ
ア
を
「
挽
回
す
る
」
つ
も
り
で
仕

事
に
取
り
組
ん
だ
が
、
三
年
ほ
ど
働
い
て
い

た
と
こ
ろ
、
次
第
に
長
時
間
労
働
が
き
つ
く

な
っ
て
き
た
た
め
、
退
職
し
た
。
そ
の
後
は
、

他
社
で
請
負
社
員
、
契
約
社
員
と
し
て
働
い

て
い
る
。

　

Ｘ
Ｔ
氏
は
、
飲
食
店
で
正
社
員
に
登
用
さ

れ
る
が
、
朝
一
〇
時
出
勤
で
、
帰
宅
は
終
電

に
な
る
と
い
っ
た
長
時
間
労
働
が
続
き
、「
う

つ
病
」
を
発
症
し
て
退
職
し
た
。
休
養
後
に

正
社
員
と
し
て
就
職
し
た
別
の
飲
食
店
で
も
、

一
一
時
間
の
夜
勤
を
週
六
日
こ
な
す
必
要
が

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、「
前
と
変
わ
ら
な
い
」
と

思
い
、
ア
ル
バ
イ
ト
に
切
り
替
え
て
い
る
。

そ
の
後
は
、
ア
ル
バ
イ
ト
で
の
生
活
を
続
け

て
い
る
。

　

Ｙ
Ｖ
氏
は
、
二
〇
歳
代
後
半
ま
で
ア
ル
バ

イ
ト
を
続
け
た
後
、
楽
器
店
に
正
社
員
と
し

て
就
職
し
た
。
し
か
し
、
残
業
代
が
支
払
わ

れ
な
い
、
有
給
休
暇
が
取
得
で
き
な
い
な
ど
、

会
社
の
労
務
管
理
に
大
い
に
問
題
が
あ
っ
た
。

不
満
を
抱
い
た
Ｙ
Ｖ
氏
は
楽
器
店
を
退
職
し
、

そ
の
後
五
年
間
、
非
正
規
労
働
を
続
け
る
こ

と
に
な
っ
た
。

正
社
員
転
換
へ
の
た
め
ら
い

　

こ
れ
ら
五
名
の
う
ち
、
Ｙ
Ｋ
氏
と
Ｙ
Ｖ
氏

は
、
後
に
正
社
員
に
転
換
し
て
い
る
。
他
方
、

Ｘ
Ｄ
氏
と
Ｘ
Ｔ
氏
は
、
正
社
員
に
転
換
す
る

こ
と
へ
の
た
め
ら
い
の
気
持
ち
を
あ
ら
わ
し

て
い
る
（
も
う
一
名
の
Ｘ
Ｒ
氏
は
、
将
来
的

に
、
友
人
が
営
む
事
業
に
参
加
す
る
こ
と
を

希
望
し
て
い
る
）。

　

上
述
の
通
り
、
Ｘ
Ｄ
氏
は
中
学
卒
業
後
に

正
社
員
と
し
て
就
職
し
た
が
、
長
時
間
労
働

が
原
因
で
退
職
し
、
二
〇
歳
前
後
か
ら
一
貫

し
て
非
正
規
労
働
を
続
け
て
い
る
。
現
在
も
、

正
社
員
に
な
ろ
う
と
は
考
え
て
い
な
い
。
そ

の
理
由
と
し
て
、
友
人
で
あ
る
正
社
員
の
話

を
聞
い
て
も
「
仕
事
が
き
つ
い
」「
サ
ー
ビ
ス

残
業
が
あ
る
」
な
ど
悪
い
話
し
か
耳
に
入
っ

て
こ
な
い
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

　

同
じ
く
、
Ｘ
Ｔ
氏
も
長
時
間
労
働
が
原
因

で
正
社
員
の
仕
事
を
辞
め
て
い
る
。
そ
し
て
、

現
在
の
勤
務
先
に
は
正
社
員
転
換
制
度
が
あ

る
が
、
Ｘ
Ｔ
氏
は
転
換
を
希
望
し
て
い
な
い
。

そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
正
社
員
に
な
る

と
勤
務
時
間
の
面
で
の
拘
束
が
強
く
な
る
こ

と
を
あ
げ
て
い
る
。

（
２
）
職
業
資
格
を
活
か
し
た
キ
ャ
リ
ア

ア
ッ
プ

　

他
方
、
長
く
非
正
規
労
働
を
続
け
た
後
、

壮
年
期
に
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
す
る
た
め
に
は

何
が
有
効
な
の
か
。
壮
年
正
社
員
転
換
者
一

〇
名
の
事
例
を
み
る
と
、
実
に
五
名
（
Ｙ
Ｏ

氏
、
Ｙ
Ｐ
氏
、
Ｙ
Ｖ
氏
、
Ｙ
Ｘ
氏
、
Ｙ
Ｙ
氏
）

が
職
業
資
格
を
活
か
し
て
正
社
員
に
転
換
し

て
い
る
。
具
体
的
状
況
は
以
下
の
通
り
で
あ

る
。

　

Ｙ
Ｏ
氏
は
、
高
校
卒
業
後
、
建
築
関
係
の

複
数
の
会
社
で
修
業
を
積
み
、
そ
の
後
、
父

親
の
商
店
（
建
築
関
係
）
を
手
伝
っ
て
い
た
。

そ
し
て
、
そ
の
間
に
二
級
建
築
士
の
資
格
を

取
得
し
た
。
や
が
て
商
店
が
倒
産
し
、
半
年

ほ
ど
の
失
業
期
間
を
経
て
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム

会
社
に
正
社
員
転
職
す
る
が
、
そ
の
際
に
は

二
級
建
築
士
の
資
格
が
評
価
さ
れ
た
と
い
う
。

　

Ｙ
Ｐ
氏
は
、
二
〇
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
正
社

員
と
し
て
の
就
業
経
験
は
ま
っ
た
く
な
か
っ

た
が
、
母

子
世
帯
の

母
親
の
た

め
の
資
格

取
得
支
援

制
度
を
利

用
し
て
生

活
費
給
付

金
付
き
の

プ
ロ
グ
ラ

ム
で
専
門

学
校
に
二

年
間
通
い
、

介
護
福
祉

士
の
資
格

を
取
得
し

て
有
料
老

人
ホ
ー
ム

に
正
社
員

と
し
て
就

職
し
て
い

る
。

　

Ｙ
Ｖ
氏

は
、
楽
器

店
で
の
正

社
員
の
仕

事
を
辞
め

た
後
、
職

業
訓
練
校

で
月
一
二

～
一
三
万

図２　XT氏と YV氏のキャリア

C社

）どな業無、業学（他のそ業就で態形の外以員社正業就てしと員社正

E社

VY ・性男（氏 83 ）歳

51 歳 02 歳 52 歳 03 歳 53 歳

TX ・性女（氏 63 ）歳
A社 B社

04 歳

51 歳 02 歳 52 歳 03 歳 53 歳 04 歳

トイバルア A社 トイバルア B社

F社、D社D社（正社員→アルバイト）C社（正社員登用）

資料出所：JILPT 編（2013：51）に基づき作成。
注：「A 社」「B 社」「C 社」といった社名は、XT 氏と YV 氏とでは別々の会社を指している。
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円
の
生
活
費
給
付
金
を
も
ら
い
な
が
ら
、
Ｃ

Ｃ
Ｎ
Ａ
と
呼
ば
れ
る
Ｉ
Ｔ
系
の
資
格
を
取
得

し
た
。
も
っ
と
も
、
そ
の
直
後
に
正
社
員
に

な
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
登
録
型
派

遣
社
員
と
し
て
そ
の
分
野
で
実
務
経
験
を
積

ん
だ
後
、
技
術
者
派
遣
会
社
の
正
社
員
に

な
っ
て
い
る
。

　

Ｙ
Ｘ
氏
は
、
保
育
士
の
資
格
を
持
っ
て
い

た
が
、
転
職
先
を
探
し
始
め
た
当
初
は
、
ホ

テ
ル
の
フ
ロ
ン
ト
、
老
舗
の
菓
子
屋
、
ゴ
ル

フ
場
の
キ
ャ
デ
ィ
な
ど
資
格
と
関
係
の
な
い

仕
事
に
応
募
し
て
い
た
。
し
か
し
粘
り
強
く

仕
事
を
探
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
病
院
の
看
護

助
手
の
正
社
員
求
人
を
み
つ
け
た
。
そ
し
て
、

す
ぐ
に
応
募
し
て
面
接
に
呼
ば
れ
た
と
こ
ろ
、

保
育
士
の
資
格
が
評
価
さ
れ
て
採
用
に
至
っ

た
と
い
う
。

　

Ｙ
Ｙ
氏
は
、
高
校
卒
業
以
来
、
非
正
規
の

就
業
経
験
し
か
な
か
っ
た
が
、
三
〇
歳
代
半

ば
に
母
子
世
帯
の
母
親
の
支
援
制
度
を
利
用

し
て
通
信
教
育
で
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
二
級
の

資
格
を
取
得
し
た
。
そ
し
て
、
在
宅
介
護
事

業
者
、
老
人
ホ
ー
ム
で
の
パ
ー
ト
就
労
を
経

て
、
別
の
老
人
ホ
ー
ム
の
正
社
員
と
な
っ
て

い
る
。

（
３
）
若
年
フ
リ
ー
タ
ー
と
の
違
い

　

最
後
に
、
若
年
フ
リ
ー
タ
ー
と
壮
年
非
正

規
労
働
者
の
違
い
を
示
す
た
め
、Ｘ
Ｔ
氏（
女

性
・
三
六
歳
）、
Ｙ
Ｖ
氏
（
男
性
・
三
八
歳
）

の
事
例
を
個
別
に
分
析
し
た
い（
図
２
参
照
）。

　

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
Ｘ
Ｔ
氏
は
、
若
年

期
に
飲
食
店
で
ア
ル
バ
イ
ト
か
ら
正
社
員
に

登
用
さ
れ
た
経
験
を
持
つ
。
そ
の
際
に
は
、

他
の
飲
食
店
で
食
べ
歩
き
を
し
た
り
、
料
理

の
本
を
購
入
し
て
勉
強
を
し
た
り
も
し
た
と

い
う
。
し
か
し
、
念
願
か
な
っ
て
正
社
員
登

用
さ
れ
た
も
の
の
、
サ
ー
ビ
ス
残
業
、
長
時

間
労
働
に
よ
り
「
う
つ
病
」
を
発
症
し
、
退

職
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
基
本
的
に
非
正
規

労
働
を
続
け
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
現
在

は
正
社
員
に
な
ろ
う
と
考
え
て
い
な
い
。
つ

ま
り
、
一
度
は
飲
食
店
で
の
正
社
員
登
用
に

よ
り
若
年
フ
リ
ー
タ
ー
か
ら
離
脱
し
た
わ
け

で
あ
る
が
、
正
社
員
登
用
が
ゴ
ー
ル
と
は
な

ら
ず
、
見
方
に
よ
っ
て
は
、
壮
年
非
正
規
労

働
者
と
な
る
き
っ
か
け
を
作
っ
て
し
ま
っ
た

形
で
あ
る
。

　

Ｙ
Ｖ
氏
は
、
楽
器
製
造
の
専
門
学
校
を
卒

業
し
た
後
、
し
ば
ら
く
ア
ル
バ
イ
ト
生
活
を

続
け
て
い
た
が
、
二
六
歳
頃
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
作
成
技
術
を
持
つ
こ
と
を
武
器
に
、
楽

器
店
に
飛
び
込
み
で
就
職
希
望
の
メ
ー
ル
を

送
り
、
運
よ
く
正
社
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
若
年
フ
リ
ー
タ
ー
を
離
脱

し
て
い
る
。
し
か
し
、
上
述
の
よ
う
に
会
社

の
労
務
管
理
に
問
題
が
あ
っ
た
た
め
、
三
三

歳
頃
に
楽
器
店
を
退
職
し
、
壮
年
非
正
規
労

働
者
と
な
る
。
そ
し
て
、
職
業
訓
練
校
で
生

活
費
給
付
金
を
も
ら
い
な
が
ら
Ｉ
Ｔ
系
の
資

格
を
取
得
し
、
派
遣
社
員
と
し
て
実
務
経
験

を
積
ん
だ
後
、
三
八
歳
で
再
び
正
社
員
に
転

換
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
若
年
期
に

は
一
通
の
メ
ー
ル
を
契
機
と
し
て
正
社
員
に

転
換
で
き
た
が
、
壮
年
期
の
正
社
員
転
換
は

そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
か
っ
た
と
語
る
。「
年

齢
が
三
〇
歳
を
超
え
て
の
、
楽
器
屋
か
ら

ま
っ
た
く
異
業
種
へ
の
転
換
な
の
で
、
結
構

そ
れ
は
厳
し
い
」
た
め
、「
何
か
そ
う
い
う
の

が
で
き
ま
す
よ
と
い
う
証
明
」
を
得
て
、
約

五
年
を
か
け
て
よ
う
や
く
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ

を
図
っ
た
形
で
あ
る
。

　

Ｘ
Ｔ
氏
と
Ｙ
Ｖ
氏
の
事
例
は
、
若
年
フ

リ
ー
タ
ー
と
壮
年
非
正
規
労
働
者
と
で
は
、

非
正
規
労
働
に
至
る
要
因
も
、
そ
こ
か
ら

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
す
る
た
め
の
条
件
も
異

な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

4
お
わ
り
に

　

い
わ
ゆ
る
「
若
年
フ
リ
ー
タ
ー
」
問
題
を

め
ぐ
っ
て
は
、「
学
校
か
ら
職
場
へ
の
円
滑
な

接
続
」、「
劣
悪
な
雇
用
管
理
の
企
業
の
指
導
」、

「
即
戦
力
重
視
型
訓
練
と
人
間
力
養
成
型
訓

練
の
開
発
・
実
施
」
に
よ
る
正
規
雇
用
へ
の

転
換
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
対
策
が
検
討
さ
れ

て
い
る
（
厚
生
労
働
省 

二
〇
一
二
）。

　

他
方
、
本
稿
で
の
分
析
結
果
か
ら
は
、
若

年
期
に
お
け
る
長
時
間
労
働
経
験
や
違
法
な

労
務
管
理
の
も
と
で
の
就
業
経
験
が
壮
年
期

に
非
正
規
労
働
を
す
る
に
至
る
要
因
と
な
っ

て
い
る
こ
と
、
壮
年
期
に
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ

す
る
上
で
は
職
業
資
格
を
活
か
し
た
転
職
が

有
効
で
あ
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。

　
「
若
年
フ
リ
ー
タ
ー
」
問
題
の
解
決
が
急

が
れ
る
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
が
、「
壮
年
非

正
規
労
働
者
」
問
題
も
大
き
さ
を
増
し
つ
つ

あ
る
。
本
稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
両
者
の
性

質
の
違
い
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、「
壮
年
非
正

規
労
働
者
」
問
題
を
解
決
し
て
い
く
上
で
は
、

学
校
と
職
場
の
接
続
よ
り
も
劣
悪
な
雇
用
管

理
の
企
業
の
指
導
が
、「
人
間
力
」
的
側
面
よ

り
も
「
即
戦
力
」
的
側
面
を
重
視
し
た
能
力

開
発
が
、
い
っ
そ
う
重
要
に
な
っ
て
く
る
と

考
え
ら
れ
る
。
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